
 平成25年１月25日発行（11） 議　会　だ　よ　り 平成25年１月25日発行 （10）議　会　だ　よ　り

　議
会
運
営
委
員
会

　
議
員
提
出
議
案
第
３
号
川

越
市
公
契
約
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
を
５
日
間
に

わ
た
り
審
査
し
ま
し
た
。

　10
月
２
日
　
議
会
運
営
委

員
会
の
下
部
組
織
と
し
て
、

各
会
派
及
び
会
派
に
属
さ
な

い
議
員
か
ら
選
出
す
る
10
人

の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る

政
策
委
員
会
（
政
策
検
討
会

議
に
名
称
変
更
）
を
設
置
し
、

政
策
委
員
会
の
委
員
は
、
山

根
史
子
議
員
、
明
ヶ
戸
亮
太

議
員
、
桐
野
忠
議
員
、
荻
窪

利
充
議
員
、
髙
橋
剛
議
員
、

川
口
知
子
議
員
、
石
川
智
明

議
員
、
加
藤
昇
議
員
、
小
ノ

澤
哲
也
議
員
、
三
上
喜
久
蔵

議
員
と
決
定
し
ま
し
た
。

　
10
月
19
日
　
政
策
委
員
会

委
員
長
よ
り
、
10
月
17
日
、

18
日
の
２
日
間
に
わ
た
り
開

催
し
た
会
議
の
協
議
の
経
過

に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、

種
々
協
議
し
た
結
果
、
議
会

だ
よ
り
に
つ
い
て
は
、
広
報

紙
編
集
委
員
会
に
確
認
の
う

え
、
11
月
10
日
号
の
広
報
川

越
に
折
り
込
む
こ
と
と
し
ま

し
た
。
ま
た
、
議
会
だ
よ
り

臨
時
号
の
印
刷
費
用
等
の
予

算
執
行
に
つ
い
て
了
承
し
ま

し
た
。
次
に
、
川
越
市
議
会

政
策
検
討
会
議
設
置
要
綱
を

確
認
し
、
了
承
し
ま
し
た
。

な
お
、
設
置
要
綱
の
決
定
に

よ
り
、
委
員
会
の
名
称
は
、

以
後
、
政
策
検
討
会
議
と
な

り
ま
し
た
。

　11
月
16
日
　
政
策
検
討
会

議
座
長
よ
り
、
11
月
15
日
に

開
催
し
た
会
議
の
協
議
の
経

過
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
ま

し
た
。

　11
月
21
日
　
政
策
検
討
会

議
座
長
よ
り
、
11
月
20
日
の

相
模
原
市
へ
の
行
政
視
察
報

告
及
び
視
察
後
に
開
催
し
た

会
議
の
協
議
の
経
過
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
、
種
々
協
議

し
た
結
果
、
政
策
検
討
会
議

か
ら
提
案
の
あ
っ
た
公
契
約

条
例
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
に
つ
い
て
は
、
セ
ミ
ナ

ー
を
複
数
回
開
催
す
る
こ
と

と
決
定
し
ま
し
た
。

　12
月
20
日
　
政
策
検
討
会

議
座
長
よ
り
、
３
回
開
催
し

た
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
及
び
、

12
月
18
日
に
開
催
し
た
会
議

の
協
議
の
経
過
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
、
種
々
協
議
し
た

結
果
、
委
員
よ
り
継
続
審
査

と
さ
れ
た
い
旨
の
動
議
が
提

出
さ
れ
、
全
員
異
議
な
く
動

議
の
と
お
り
、
本
件
を
地
方

自
治
法
の
規
定
に
よ
る
継
続

審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。

政
策
検
討
会
議

　10
月
17
日
・
18
日
　
委
員

長
（
座
長
）
に
石
川
智
明
委

員
、
副
委
員
長
（
副
座
長
）

に
川
口
知
子
委
員
を
選
任
し

ま
し
た
。
次
に
、
設
置
要
綱

に
つ
い
て
、
議
会
運
営
委
員

会
に
て
協
議
願
う
こ
と
と
決

定
し
、
市
民
一
般
へ
の
周
知

及
び
意
見
収
集
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
方
法
と
、
11
月
10
日
号
の

広
報
川
越
に
、
議
会
だ
よ
り

の
臨
時
号
と
し
て
折
り
込
む

方
法
と
し
、
意
見
募
集
の
期

間
を
11
月
末
日
ま
で
と
し
ま

し
た
。

　11
月
15
日
　
労
働
基
準
法

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
種
々

協
議
を
行
い
、
現
時
点
で
は
、

労
働
基
準
法
等
と
抵
触
し
な

い
旨
の
説
明
は
明
記
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
次

に
、
川
越
市
議
会
政
策
検
討

会
議
設
置
要
綱
に
つ
い
て
、

議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て

了
承
さ
れ
た
旨
を
報
告
し
ま

し
た
。
次
に
15
日
の
時
点
で

提
出
の
あ
っ
た
、
関
係
団
体

及
び
市
民
か
ら
の
意
見
を
資

料
配
布
し
、
意
見
の
概
要
に

つ
い
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

次
に
、
関
係
団
体
か
ら
の
要

請
に
よ
り
、
正
副
座
長
に
よ

る
関
係
団
体
へ
の
説
明
を
３

回
実
施
し
た
旨
、
及
び
、
い

た
だ
い
た
意
見
の
概
要
を
報

告
し
ま
し
た
。
次
に
、
設
定

金
額
、
労
働
者
等
の
適
用
範

囲
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
、

種
々
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　11
月
20
日
　
相
模
原
市
へ

の
行
政
視
察
を
実
施
し
ま
し

た
。
帰
庁
後
、
政
策
検
討
会

議
を
開
催
し
、
設
定
金
額
、

労
働
者
等
の
適
用
範
囲
、
実

施
時
期
に
つ
い
て
、
種
々
協

議
を
行
い
、
新
た
に
協
議
す

べ
き
項
目
と
し
て
、
委
員
よ

り
、
も
っ
と
関
係
団
体
と
の

意
見
交
換
を
し
た
ほ
う
が
よ

い
、
ま
た
、
規
則
の
内
容
に

つ
い
て
も
協
議
し
た
方
が
よ

い
と
の
意
見
が
あ
り
、
協
議

の
結
果
、
こ
の
２
項
目
に
つ

い
て
も
、
今
後
協
議
す
る
こ

と
と
決
定
し
ま
し
た
。

　11
月
30
日
　
議
員
を
対
象

と
し
た
公
契
約
条
例
セ
ミ
ナ

ー
を
開
催
し
ま
し
た
。

　12
月
6
日
・
17
日
　
議
員

及
び
関
係
団
体
を
対
象
と
し

た
公
契
約
条
例
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
し
た
。
３
回
の
セ

ミ
ナ
ー
に
は
延
べ
１
０
８
人

の
方
々
の
出
席
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　12
月
18
日
　
設
定
金
額
、

労
働
者
等
の
適
用
範
囲
に
つ

い
て
種
々
協
議
し
た
結
果
、

現
状
で
は
、
関
係
団
体
の
理

解
が
十
分
と
は
言
え
な
い
た

め
、
関
係
団
体
と
の
意
見
交

換
を
実
施
し
た
後
、
改
め
て

協
議
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま

し
た
。
次
に
、
実
施
時
期
に

つ
い
て
、
種
々
協
議
し
た
結

果
、
現
状
で
は
平
成
25
年
4

月
１
日
か
ら
の
実
施
は
困
難

だ
が
、
現
時
点
で
は
、
適
用

日
に
つ
い
て
の
結
論
は
出
せ

な
い
た
め
、
適
用
日
の
規
定

は
現
段
階
で
は
変
更
し
な
い

こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
。
次

に
、
関
係
団
体
と
の
意
見
交

換
に
つ
い
て
種
々
協
議
し
た

結
果
、
現
時
点
で
の
案
と
し

て
、
意
見
交
換
は
、
賛
成
の

団
体
、
反
対
の
団
体
と
を
分

け
て
実
施
す
る
。
意
見
交
換

に
は
執
行
部
に
も
出
席
い
た

だ
き
、
説
明
が
可
能
な
部
分

は
答
え
て
い
た
だ
く
。
議
会

側
の
出
席
者
は
、
政
策
検
討

会
議
の
委
員
が
中
心
と
な
り
、

基
本
的
に
は
全
議
員
を
対
象

と
す
る
。
実
施
時
期
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
に
セ
ミ
ナ

ー
等
で
い
た
だ
い
た
意
見
を

整
理
し
た
う
え
で
、
再
度
検

討
す
る
。
と
い
う
内
容
で
、

各
会
派
持
ち
帰
り
協
議
す
る

こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
。
次

に
、
規
則
に
つ
い
て
は
、
そ

の
内
容
に
踏
み
込
め
る
状
況

で
は
な
い
た
め
、
具
体
的
な

協
議
に
は
入
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
次
に
、
答
申
の
時
期
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
協
議

す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
、

当
初
予
定
し
て
い
た
本
定
例

会
中
に
は
答
申
を
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
、

取
り
扱
い
に
つ
い
て
議
会
運

営
委
員
会
に
て
協
議
願
う
こ

と
と
決
定
し
ま
し
た
。

　桶
川
市
の
多
重
債
務
窓
口

の
開
設
、
民
間
団
体
と
の
連

携
に
よ
る
、
救
済
を
川
越
市

に
も
取
り
入
れ
て
み
て
は
い

か
が
か
と
思
う
。
市
長
の
見

解
を
伺
い
た
い
。

　市
長

　多
重
債
務
問
題
は
、

消
費
生
活
問
題
に
お
け
る
重

要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
市
に
お
い

て
も
、
多
重
債
務
相
談
窓
口

を
設
置
し
、
市
民
か
ら
の
相

談
を
受
け
て
い
る
が
、
相
談

に
お
い
て
は
、
よ
り
相
談
者

の
立
場
に
立
っ
た
相
談
を
行

う
と
と
も
に
、
庁
内
の
関
係

部
署
間
で
の
連
携
を
図
り
、

組
織
全
体
と
し
て
取
り
組
む

こ
と
や
、
外
部
の
専
門
機
関

と
の
連
携
を
深
め
て
い
く
こ

と
が
、
多
重
債
務
問
題
を
解

決
し
て
い
く
う
え
で
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後

も
多
重
債
務
相
談
体
制
の
充

実
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
多
重
債
務
相
談
に
つ
い
て

質問

問答
　子
ど
も
医
療
費
中
学
卒
業

ま
で
の
無
料
化
は
県
内
30
万

人
以
上
の
市
で
川
越
市
以
外

の
市
が
実
現
し
て
い
る
が
遅

れ
を
と
っ
て
い
る
本
市
は
ど

の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

　市
長

　平
成
22
年
７
月
に

小
学
校
３
年
生
へ
、
本
年
10

月
に
６
年
生
へ
と
、
厳
し
い

財
政
状
況
で
は
あ
る
が
、
通

院
の
医
療
費
助
成
を
段
階
的

に
実
現
し
て
き
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
等
し

く
必
要
な
医
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
子
ど
も
を
安
心

し
て
生
み
育
て
る
環
境
が
一

層
整
備
さ
れ
、
更
な
る
川
越

市
の
発
展
が
期
待
で
き
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、

財
政
状
況
や
教
育
関
連
施
設

の
改
修
問
題
等
そ
の
他
子
育

て
に
関
す
る
施
策
も
勘
案
し

て
、
早
い
時
期
に
中
学
校
３

年
生
ま
で
の
助
成
を
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　
市
長
の
政
治
姿
勢
と
施
策

質問

問答

民
主
党

　山

　根

　史

　子

多
重
債
務
相
談
事
業
に
つ
い
て

17

日
本
共
産
党

　本

　山

　修

　一

市
長
の
政
治
姿
勢
と
施
策

16

　子
ど
も
の
権
利
が
保
障
さ

れ
、
社
会
全
体
で
、
子
ど
も

を
支
え
る
仕
組
み
を
作
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

「
子
ど
も
条
例
」
は
ど
の
よ

う
な
位
置
づ
け
か
？

　福
祉
部
長
　
「
か
わ
ご
え

子
育
て
プ
ラ
ン
」
で
は
、
子

ど
も
条
例
は
、
「
子
ど
も
の

健
全
育
成
の
取
組
」
の
中
に
、

「
未
来
を
担
う
す
べ
て
の
子

ど
も
た
ち
が
、
ひ
と
り
の
人

間
と
し
て
健
や
か
に
育
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
子
ど
も

に
関
す
る
条
例
又
は
宣
言
等

に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す

る
」
と
い
う
内
容
で
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
平

成
24
年
５
月
の
調
査
に
よ
る

と
、
子
ど
も
条
例
の
制
定
状

況
は
、
政
令
指
定
都
市
で
は
、

20
市
中
８
市
が
、
中
核
市
で

は
、
41
市
中
10
市
が
そ
れ
ぞ

れ
制
定
済
み
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
。

　
子
ど
も
条
例
の
制
定

質問

問答

民
主
党

　

 

山

　木

　綾

　子

子
ど
も
条
例
の
制
定

18

　
公
職
選
挙
法
に
よ
り
、
議
員
の
寄
附
行
為
は
禁
止
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
議
会
か
ら
の
お
願
い

議議
会会

情情
報報

川
越
市
公
契
約
条
例
を

引
き
続
き
継
続
審
査

　川
越
市
公
契
約
条
例
に
つ
い
て
は
、
付
託
さ
れ
た
議
会
運

営
委
員
会
及
び
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る
政
策
検
討
会
議
で
審

査
し
ま
し
た
。

1都３県の選挙管理委員会作成のポスター

北朝鮮によるミサイル発射に
関する決議
　平成24年12月12日、朝鮮民主主
義人民共和国（北朝鮮）が南方向に
向けて人工衛星と称する事実上の長
距離弾道ミサイルを発射し、フィリ
ピン東方の太平洋上などに落下した。
　北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射
は本年4月13日に続き2度目であり、
こうした行為に出たことは、国際社
会の平和と安定を脅かす許しがたい
行為であり、極めて遺憾な事態であ
る。
　こうした事態に対して、適切な初
期対応をとるとともに、我が国は毅
然とした態度で、国際社会とともに
厳しい姿勢で臨まなければならない。
　よって、本市議会は国に対し、北
朝鮮が繰り返しこうした暴挙に出る
ことのないよう、北朝鮮に対し、法
を踏まえて、断固たる措置を講ずる
よう強く求めるものである。
　平成24年12月21日
　　    　　　　川 越 市 議 会

公契約条例セミナー



 平成25年１月25日発行（11） 議　会　だ　よ　り 平成25年１月25日発行 （10）議　会　だ　よ　り

　議
会
運
営
委
員
会

　
議
員
提
出
議
案
第
３
号
川

越
市
公
契
約
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
を
５
日
間
に

わ
た
り
審
査
し
ま
し
た
。

　10
月
２
日
　
議
会
運
営
委

員
会
の
下
部
組
織
と
し
て
、

各
会
派
及
び
会
派
に
属
さ
な

い
議
員
か
ら
選
出
す
る
10
人

の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る

政
策
委
員
会
（
政
策
検
討
会

議
に
名
称
変
更
）
を
設
置
し
、

政
策
委
員
会
の
委
員
は
、
山

根
史
子
議
員
、
明
ヶ
戸
亮
太

議
員
、
桐
野
忠
議
員
、
荻
窪

利
充
議
員
、
髙
橋
剛
議
員
、

川
口
知
子
議
員
、
石
川
智
明

議
員
、
加
藤
昇
議
員
、
小
ノ

澤
哲
也
議
員
、
三
上
喜
久
蔵

議
員
と
決
定
し
ま
し
た
。

　
10
月
19
日
　
政
策
委
員
会

委
員
長
よ
り
、
10
月
17
日
、

18
日
の
２
日
間
に
わ
た
り
開

催
し
た
会
議
の
協
議
の
経
過

に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、

種
々
協
議
し
た
結
果
、
議
会

だ
よ
り
に
つ
い
て
は
、
広
報

紙
編
集
委
員
会
に
確
認
の
う

え
、
11
月
10
日
号
の
広
報
川

越
に
折
り
込
む
こ
と
と
し
ま

し
た
。
ま
た
、
議
会
だ
よ
り

臨
時
号
の
印
刷
費
用
等
の
予

算
執
行
に
つ
い
て
了
承
し
ま

し
た
。
次
に
、
川
越
市
議
会

政
策
検
討
会
議
設
置
要
綱
を

確
認
し
、
了
承
し
ま
し
た
。

な
お
、
設
置
要
綱
の
決
定
に

よ
り
、
委
員
会
の
名
称
は
、

以
後
、
政
策
検
討
会
議
と
な

り
ま
し
た
。

　11
月
16
日
　
政
策
検
討
会

議
座
長
よ
り
、
11
月
15
日
に

開
催
し
た
会
議
の
協
議
の
経

過
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
ま

し
た
。

　11
月
21
日
　
政
策
検
討
会

議
座
長
よ
り
、
11
月
20
日
の

相
模
原
市
へ
の
行
政
視
察
報

告
及
び
視
察
後
に
開
催
し
た

会
議
の
協
議
の
経
過
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
、
種
々
協
議

し
た
結
果
、
政
策
検
討
会
議

か
ら
提
案
の
あ
っ
た
公
契
約

条
例
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
に
つ
い
て
は
、
セ
ミ
ナ

ー
を
複
数
回
開
催
す
る
こ
と

と
決
定
し
ま
し
た
。

　12
月
20
日
　
政
策
検
討
会

議
座
長
よ
り
、
３
回
開
催
し

た
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告
及
び
、

12
月
18
日
に
開
催
し
た
会
議

の
協
議
の
経
過
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
、
種
々
協
議
し
た

結
果
、
委
員
よ
り
継
続
審
査

と
さ
れ
た
い
旨
の
動
議
が
提

出
さ
れ
、
全
員
異
議
な
く
動

議
の
と
お
り
、
本
件
を
地
方

自
治
法
の
規
定
に
よ
る
継
続

審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。

政
策
検
討
会
議

　10
月
17
日
・
18
日
　
委
員

長
（
座
長
）
に
石
川
智
明
委

員
、
副
委
員
長
（
副
座
長
）

に
川
口
知
子
委
員
を
選
任
し

ま
し
た
。
次
に
、
設
置
要
綱

に
つ
い
て
、
議
会
運
営
委
員

会
に
て
協
議
願
う
こ
と
と
決

定
し
、
市
民
一
般
へ
の
周
知

及
び
意
見
収
集
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
方
法
と
、
11
月
10
日
号
の

広
報
川
越
に
、
議
会
だ
よ
り

の
臨
時
号
と
し
て
折
り
込
む

方
法
と
し
、
意
見
募
集
の
期

間
を
11
月
末
日
ま
で
と
し
ま

し
た
。

　11
月
15
日
　
労
働
基
準
法

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
種
々

協
議
を
行
い
、
現
時
点
で
は
、

労
働
基
準
法
等
と
抵
触
し
な

い
旨
の
説
明
は
明
記
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
次

に
、
川
越
市
議
会
政
策
検
討

会
議
設
置
要
綱
に
つ
い
て
、

議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て

了
承
さ
れ
た
旨
を
報
告
し
ま

し
た
。
次
に
15
日
の
時
点
で

提
出
の
あ
っ
た
、
関
係
団
体

及
び
市
民
か
ら
の
意
見
を
資

料
配
布
し
、
意
見
の
概
要
に

つ
い
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

次
に
、
関
係
団
体
か
ら
の
要

請
に
よ
り
、
正
副
座
長
に
よ

る
関
係
団
体
へ
の
説
明
を
３

回
実
施
し
た
旨
、
及
び
、
い

た
だ
い
た
意
見
の
概
要
を
報

告
し
ま
し
た
。
次
に
、
設
定

金
額
、
労
働
者
等
の
適
用
範

囲
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
、

種
々
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　11
月
20
日
　
相
模
原
市
へ

の
行
政
視
察
を
実
施
し
ま
し

た
。
帰
庁
後
、
政
策
検
討
会

議
を
開
催
し
、
設
定
金
額
、

労
働
者
等
の
適
用
範
囲
、
実

施
時
期
に
つ
い
て
、
種
々
協

議
を
行
い
、
新
た
に
協
議
す

べ
き
項
目
と
し
て
、
委
員
よ

り
、
も
っ
と
関
係
団
体
と
の

意
見
交
換
を
し
た
ほ
う
が
よ

い
、
ま
た
、
規
則
の
内
容
に

つ
い
て
も
協
議
し
た
方
が
よ

い
と
の
意
見
が
あ
り
、
協
議

の
結
果
、
こ
の
２
項
目
に
つ

い
て
も
、
今
後
協
議
す
る
こ

と
と
決
定
し
ま
し
た
。

　11
月
30
日
　
議
員
を
対
象

と
し
た
公
契
約
条
例
セ
ミ
ナ

ー
を
開
催
し
ま
し
た
。

　12
月
6
日
・
17
日
　
議
員

及
び
関
係
団
体
を
対
象
と
し

た
公
契
約
条
例
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
し
た
。
３
回
の
セ

ミ
ナ
ー
に
は
延
べ
１
０
８
人

の
方
々
の
出
席
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　12
月
18
日
　
設
定
金
額
、

労
働
者
等
の
適
用
範
囲
に
つ

い
て
種
々
協
議
し
た
結
果
、

現
状
で
は
、
関
係
団
体
の
理

解
が
十
分
と
は
言
え
な
い
た

め
、
関
係
団
体
と
の
意
見
交

換
を
実
施
し
た
後
、
改
め
て

協
議
す
る
こ
と
と
決
定
し
ま

し
た
。
次
に
、
実
施
時
期
に

つ
い
て
、
種
々
協
議
し
た
結

果
、
現
状
で
は
平
成
25
年
4

月
１
日
か
ら
の
実
施
は
困
難

だ
が
、
現
時
点
で
は
、
適
用

日
に
つ
い
て
の
結
論
は
出
せ

な
い
た
め
、
適
用
日
の
規
定

は
現
段
階
で
は
変
更
し
な
い

こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
。
次

に
、
関
係
団
体
と
の
意
見
交

換
に
つ
い
て
種
々
協
議
し
た

結
果
、
現
時
点
で
の
案
と
し

て
、
意
見
交
換
は
、
賛
成
の

団
体
、
反
対
の
団
体
と
を
分

け
て
実
施
す
る
。
意
見
交
換

に
は
執
行
部
に
も
出
席
い
た

だ
き
、
説
明
が
可
能
な
部
分

は
答
え
て
い
た
だ
く
。
議
会

側
の
出
席
者
は
、
政
策
検
討

会
議
の
委
員
が
中
心
と
な
り
、

基
本
的
に
は
全
議
員
を
対
象

と
す
る
。
実
施
時
期
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
に
セ
ミ
ナ

ー
等
で
い
た
だ
い
た
意
見
を

整
理
し
た
う
え
で
、
再
度
検

討
す
る
。
と
い
う
内
容
で
、

各
会
派
持
ち
帰
り
協
議
す
る

こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
。
次

に
、
規
則
に
つ
い
て
は
、
そ

の
内
容
に
踏
み
込
め
る
状
況

で
は
な
い
た
め
、
具
体
的
な

協
議
に
は
入
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
次
に
、
答
申
の
時
期
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
協
議

す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
、

当
初
予
定
し
て
い
た
本
定
例

会
中
に
は
答
申
を
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
、

取
り
扱
い
に
つ
い
て
議
会
運

営
委
員
会
に
て
協
議
願
う
こ

と
と
決
定
し
ま
し
た
。

　桶
川
市
の
多
重
債
務
窓
口

の
開
設
、
民
間
団
体
と
の
連

携
に
よ
る
、
救
済
を
川
越
市

に
も
取
り
入
れ
て
み
て
は
い

か
が
か
と
思
う
。
市
長
の
見

解
を
伺
い
た
い
。

　市
長

　多
重
債
務
問
題
は
、

消
費
生
活
問
題
に
お
け
る
重

要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
市
に
お
い

て
も
、
多
重
債
務
相
談
窓
口

を
設
置
し
、
市
民
か
ら
の
相

談
を
受
け
て
い
る
が
、
相
談

に
お
い
て
は
、
よ
り
相
談
者

の
立
場
に
立
っ
た
相
談
を
行

う
と
と
も
に
、
庁
内
の
関
係

部
署
間
で
の
連
携
を
図
り
、

組
織
全
体
と
し
て
取
り
組
む

こ
と
や
、
外
部
の
専
門
機
関

と
の
連
携
を
深
め
て
い
く
こ

と
が
、
多
重
債
務
問
題
を
解

決
し
て
い
く
う
え
で
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後

も
多
重
債
務
相
談
体
制
の
充

実
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
多
重
債
務
相
談
に
つ
い
て

質問

問答
　子
ど
も
医
療
費
中
学
卒
業

ま
で
の
無
料
化
は
県
内
30
万

人
以
上
の
市
で
川
越
市
以
外

の
市
が
実
現
し
て
い
る
が
遅

れ
を
と
っ
て
い
る
本
市
は
ど

の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

　市
長

　平
成
22
年
７
月
に

小
学
校
３
年
生
へ
、
本
年
10

月
に
６
年
生
へ
と
、
厳
し
い

財
政
状
況
で
は
あ
る
が
、
通

院
の
医
療
費
助
成
を
段
階
的

に
実
現
し
て
き
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
等
し

く
必
要
な
医
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
子
ど
も
を
安
心

し
て
生
み
育
て
る
環
境
が
一

層
整
備
さ
れ
、
更
な
る
川
越

市
の
発
展
が
期
待
で
き
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、

財
政
状
況
や
教
育
関
連
施
設

の
改
修
問
題
等
そ
の
他
子
育

て
に
関
す
る
施
策
も
勘
案
し

て
、
早
い
時
期
に
中
学
校
３

年
生
ま
で
の
助
成
を
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　
市
長
の
政
治
姿
勢
と
施
策

質問

問答

民
主
党

　山

　根

　史

　子

多
重
債
務
相
談
事
業
に
つ
い
て

17

日
本
共
産
党

　本

　山

　修

　一

市
長
の
政
治
姿
勢
と
施
策

16

　子
ど
も
の
権
利
が
保
障
さ

れ
、
社
会
全
体
で
、
子
ど
も

を
支
え
る
仕
組
み
を
作
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

「
子
ど
も
条
例
」
は
ど
の
よ

う
な
位
置
づ
け
か
？

　福
祉
部
長
　
「
か
わ
ご
え

子
育
て
プ
ラ
ン
」
で
は
、
子

ど
も
条
例
は
、
「
子
ど
も
の

健
全
育
成
の
取
組
」
の
中
に
、

「
未
来
を
担
う
す
べ
て
の
子

ど
も
た
ち
が
、
ひ
と
り
の
人

間
と
し
て
健
や
か
に
育
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
子
ど
も

に
関
す
る
条
例
又
は
宣
言
等

に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す

る
」
と
い
う
内
容
で
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
平

成
24
年
５
月
の
調
査
に
よ
る

と
、
子
ど
も
条
例
の
制
定
状

況
は
、
政
令
指
定
都
市
で
は
、

20
市
中
８
市
が
、
中
核
市
で

は
、
41
市
中
10
市
が
そ
れ
ぞ

れ
制
定
済
み
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
。

　
子
ど
も
条
例
の
制
定

質問

問答

民
主
党

　

 

山

　木

　綾

　子

子
ど
も
条
例
の
制
定

18

　
公
職
選
挙
法
に
よ
り
、
議
員
の
寄
附
行
為
は
禁
止
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
議
会
か
ら
の
お
願
い

議議
会会

情情
報報

川
越
市
公
契
約
条
例
を

引
き
続
き
継
続
審
査

　川
越
市
公
契
約
条
例
に
つ
い
て
は
、
付
託
さ
れ
た
議
会
運

営
委
員
会
及
び
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る
政
策
検
討
会
議
で
審

査
し
ま
し
た
。

1都３県の選挙管理委員会作成のポスター

北朝鮮によるミサイル発射に
関する決議
　平成24年12月12日、朝鮮民主主
義人民共和国（北朝鮮）が南方向に
向けて人工衛星と称する事実上の長
距離弾道ミサイルを発射し、フィリ
ピン東方の太平洋上などに落下した。
　北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射
は本年4月13日に続き2度目であり、
こうした行為に出たことは、国際社
会の平和と安定を脅かす許しがたい
行為であり、極めて遺憾な事態であ
る。
　こうした事態に対して、適切な初
期対応をとるとともに、我が国は毅
然とした態度で、国際社会とともに
厳しい姿勢で臨まなければならない。
　よって、本市議会は国に対し、北
朝鮮が繰り返しこうした暴挙に出る
ことのないよう、北朝鮮に対し、法
を踏まえて、断固たる措置を講ずる
よう強く求めるものである。
　平成24年12月21日
　　    　　　　川 越 市 議 会

公契約条例セミナー


